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 第２節 開発登録簿の閲覧 

 

１ 郡山市開発登録簿閲覧規則（平成９年１月31日郡山市規則第３号） 

 （登録簿の閲覧） 

第１条 都市計画法（昭和43年法律第100号。以下「法」という。）第46条に規定する開発登録簿

（以下「登録簿」という。）は、この規則の定めるところにより郡山市開発登録簿閲覧所（以下

「閲覧所」という。）において公衆の閲覧に供するものとする。 

 （閲覧所の場所） 

第２条 閲覧所は、郡山市役所都市構想部開発建築指導課に置く。 

 （閲覧時間及び休日） 

第３条 登録簿の閲覧時間は、次に掲げる日を除く日の午前９時から午後４時30分までとする。 

 (1) 日曜日及び土曜日 

 (2) 国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日 

 (3) １月２日、１月３日及び12月29日から12月31日まで 

２ 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、閲覧時間を変更し、又は

臨時に休日とすることができる。 

 （無料閲覧） 

第４条 登録簿の閲覧は、無料とする。 

 （閲覧の手続） 

第５条 登録簿を閲覧しようとする者は、閲覧所に備えてある開発登録簿閲覧台帳に所定の事項

を記入しなければならない。 

 （遵守事項） 

第６条 登録簿を閲覧する者は、これを外部に持ち出し、損傷し、若しくは汚損し、又はこれに

加筆等の行為をしてはならない。 

 （閲覧の禁止等） 

第７条 市長は、この規則に違反する者又は係員の指示に従わない者に対し、登録簿の閲覧を中

止させ、又は禁止することができる。 

   附 則 

 この規則は、平成９年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規則は、令和４年11月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 


